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安全で明るい JAL 

 

JALの整理解雇、安全の問題等が国会で取り上げられました 

 

やはり両者において円満に、とにかく会社において解決を図っていただ

きたいという立場で見守っていきたいし、指導もしていきたい 

(国土交通大臣) 

 

前田国務大臣  

解雇の問題については、先ほど来申しておりますように、やはり両者において円満に、とに

かく会社において解決を図っていただきたいという立場で見守っていきたいし、指導もして

いきたい、こう思っております。 

 

穀田委員 

判決は、更生計画で決めたことだからとして、ことごとく原告の主張を退けました。まるで、

会社が更生計画をつくれば、整理解雇しようが何しようが有効だと。企業がどれほど利益を

上げていても、再生、再建に必要だと言いさえすれば幾らでも労働者の首を切れることにな

って、経営上の理由による一方的な解雇から労働者を守るための整理解雇法理というのは、

もしこれを許せば根底から形骸化されてしまうことは必定です。 

 

穀田委員 

もう一つ重要な問題点について述べたいと思うんですね。安全問題についての恐ろしいほど

の裁判長の認識不足の問題であります。 



中略 

ことしになってからの事例について聞きたいと思うんです。骨折した機長が操縦した件が報

じられています。国交省は事実と原因をつかんでいるのか、どう対処したのか。 

 

長田政府参考人 

先生御指摘の事案については報告を受けております。 

 1 月 2 日の旭川発羽田行きのＪＡＬ1116 便の機長は、旭川空港において出発前の機体の外

部点検中に転倒して右脇腹を打ったものの、そのときにおいては痛みがおさまったことから

打撲と判断し、副操縦士とともに乗務に支障がないことを確認の上、羽田空港まで乗務をし

たところでございます。ただ、羽田到着後、飛行機からおりる際に右脇腹に強い痛みを覚え

たことから受診したところ、肋骨の骨折が判明をしたということでございます。 

 私どもとしましては、日本航空から報告を受けまして、運航乗務員による心身状態の相互

の確認をより慎重に行うなど、再発防止を徹底するように指導をしておるところでございま

す。 

 

穀田委員 

この問題は、私が何度も、言い出しにくい雰囲気があるんじゃないかということを指摘した

ときに、大臣はこう言っているんですね。そういう言い出しにくい雰囲気が社内の雰囲気に

ならないよう経営していただくことを期待しておりますと言っているんですね。 

私は、今、絶対安全という責任を果たさせるためには、やはり労働者の状況に対する対策、

対応が根本です。したがって、その意味でいいますと、絶対安全という責任を果たすのは現

場である、その現場の安全のための取り組みを進めるためにも解雇撤回が必要だ。 

 

2012 年 4 月 11 日 衆院国土交通委員会 

衆院国土交通委員会の動画 

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=41754&media_type= 

 

議事録はこちらから 

http://jfcob1.web.fc2.com/20110411_giji.pdf

